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宛先：株式会社カンテ（キャッシュレス決済サービス　運営・管理）

複写）株式会社エム･ピー･ソリューション（キャッシュレス決済サービスKAZAPi提供）

➀法人登記あり　キャッシュレス決済サービス 利用登録申込書

WEBサイト

URL ※法人HP、口コミサイト、SNSでも可

口座名義

※故障などで決済端末を交換した場合、当該故障端末から売上データの解析等が必要となるため、売上金精算が翌月以降となる場合がございます。

※電波通信状況により、締め処理後のデータ送信に失敗することがございます。その場合、該当の売上金精算が翌月以降となる場合がございます。

※処理未了発生時に運営管理社の指示を受けず正しい処理をしなかったときなど、決済が完了していない場合は、商品をお渡ししてもお振込出来ない場合があります。

MPS使用欄 店舗コード： 口座コード：

法人番号は13桁です

ご入金先情報

（全て必須）

入金口座

金融機関

コード

支店

コード

金融機関名 支店名

口座種類 　　□　普通　　　　　・　　　　　□　当座

口座番号
右づめで

ご記入ください

会社名
部署

ご担当

ご担当者
メールアドレス

TEL -                         -

イベント名 北の恵み　あさひかわ食べマルシェ2026 会場名 買物公園会場 駅前広場会場

店舗名フリガナ 端末使用台数 台

出店店舗名

₌レシート印字名

レシート印字

TEL

出店の分類 物販　　　・　　　飲食　　　・　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） 具体的な商材

フリガナ

生年月日

（西暦）
  年　　 　　　月　　　　　　日　

代表

取締役名

会社（本社）

情報

（全て必須）

※会社情報は

法人登記の内容を

ご記入ください

フリガナ

会社名

会社所在地

(本社）

会社TEL

（本社）

法人番号

※口座名義は通帳を開いた1・2ページ目に表記のカナ名義をそのままご記入ください（半角カナ）

※口座情報に誤りがあり、お振込みが出来なかった場合は再送金手数料として500円（税別）を追加請求させていただきます。

口座名義

カナ表記

入金通知

送付先



会社名

代表取締役名

当社（店）は上記を了承した証として本書面をキャッシュレス決済サービス提供会社である　宛先：株式会社カンテへ提出いたします

□ キャッシュレス決済端末の利用に際しては、操作マニュアルを順守し、イベント会場でのみ利用します

■確認事項　　　　　※確認した項目にチェックを入れてください

□ イベント主催者が指定したキャッシュレス決済サービス運営・管理会社指導の下、キャッシュレス決済を正しく取り扱います

※記名　必須

□

ご契約内容により、「サインレス」、「PINレス(暗証番号入力不要)」の取引があることを了承します

本人確認不要取引(サインレス、PINレス)において、クレジットカードを保有するお客様が他者の不正使用などの理由により利用代金の支払に同

意しない際、決済事業者による調査が行われ不正使用等が証明された場合、チャージバック(対象売上の返金)となることを了承します

『チャージバックとなりえる例』：

・磁気カードにおける偽造カードによる不正使用

・不正取得(拾った等)によるクレジットカードでの使用

・サインが必要な取引において、サインのもらい忘れなど、加盟店による正しい取引が確認されなかった場合

【加盟店控え（店舗控え）の保管について】

キャッシュレス決済における「加盟店控えレシート」は、売上の証憑として、またお客様からの問い合わせやキャンセル対応、不正利用疑い時の調査

において不可欠な書類です

保管の義務： 加盟店規約に基づき、各出店テナントの責任において、イベント終了後も所定の期間（原則7年間）厳重に保管してください

紛失時の責任： 万が一、控えの紛失により決済の確認不能やチャージバック（売上取消）が発生した場合、その損害は当該出店テナントの負

担となります

□
処理未了や、レシートが出力されないなど、決済時に何らかの要因で正常に決済が出来ない場合は、速やかにキャッシュレス決済運営・

管理会社へ連絡の上、その指示に従います

□
貸与されたキャッシュレス決済端末は、安全な場所に設置し、落下・水濡れ・油による故障並びに盗難などは起きないように注意して

管理・利用します

□
株式会社エム・ピー・ソリューションは、主催者および出店テナント間において支払に関する紛争が発生した場合、当該売上金の支払を一時保留

し、両者の合意または裁判所の命令に従って処理することができるものとします

□

該当イベントの出店テナントである当方がイベント主催者との間において、出店手数料その他の費用精算の問題が発生した場合において、

当方に支払っていただくべき売上代金については、イベント主催者からの疎明資料を添えた請求があった場合には、イベント主催者からの請求に

したがって、支払っていただいても構いません。ただし、本申込書記載の連絡先に対する連絡がつかなかった場合を除き、当社への確認を

行うことを条件とします

・「疎明資料」とは、出店契約書、請求書、督促状その他、出店料等の未払いを合理的に示す文書を指します

・「連絡がつかなかった場合」とは、当社が申込書に記載した電話番号およびメールアドレスに対して、少なくとも3回以上の連絡を試みたにも

かかわらず、いずれにも応答がない状態を指します


